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令和６年第２回（６月招集） 

袖ケ浦市議会定例会議案 
No.１ 

議案番号 件 名 等 関係部等 

議案 

第１号 

袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 地方税法等の一部を改正する法律の一部が施行され、再生

可能エネルギー発電設備のうち特定バイオマス発電設備に係

る固定資産税の課税標準の特例措置について見直しが行われ

たことなどに伴い、条例の一部を改正しようとするものであ

る。 

施行日 公布の日 ほか 

財政部 

議案 

第２号 

袖ケ浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

（主な内容） 

 袖ケ浦市国民健康保険特別会計の財源を確保するため、国

民健康保険税の税率改定を行うとともに、地方税法施行令の

一部が改正され、国民健康保険税に係る課税限度額及び軽減

措置の対象となる世帯の判定所得基準額が引上げられたこと

に伴い、条例の一部を改正しようとするものである。 

施行日 公布の日 

市民子育て 

部 

議案 

第３号 

袖ケ浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改

正され、小規模保育事業所等の職員配置基準について見直さ

れたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものである。 

施行日 公布の日 

市民子育て 

部 

議案 

第４号 

令和６年度袖ケ浦市一般会計補正予算（第２号） 

（主な内容） 

財政部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

２９６億 

６千１５６万３千円 

２９５億 

２２３万９千円 

１億 

５千９３２万４千円 

議案 

第５号 

教育長の任命について 

（主な内容） 

袖ケ浦市教育委員会教育長御園朋夫氏が令和６年６月３０

日をもって辞職するため、後任に鴇田道雄氏を任命すること

について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定により、議会の同意を求めるものである。 

総務部 
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No.２ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

議案 

第６号 

監査委員の選任について 

 （主な内容） 

 識見を有する者のうちから選任された監査委員阿津光夫氏

が令和６年７月９日をもって任期満了となるため、同氏を再

任することについて、地方自治法第１９６条第１項の規定に

より、議会の同意を求めるものである。 

総務部 

議案 

第７号 

専決処分の承認を求めることについて（袖ケ浦市税条例の一

部を改正する条例の制定について） 

 （主な内容） 

 令和６年３月３０日付けで地方税法等の一部を改正する法

律が公布され、その一部が同年４月１日から施行されたこと

に伴い、袖ケ浦市税条例の一部を改正したものである。 

 施行日 令和６年４月１日 

財政部 

議案 

第８号 

専決処分の承認を求めることについて（袖ケ浦市都市計画税

条例の一部を改正する条例の制定について） 

 （主な内容） 

 令和６年３月３０日付けで地方税法等の一部を改正する法

律が公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、袖

ケ浦市都市計画税条例の一部を改正したものである。 

 施行日 令和６年４月１日 

財政部 

諮問 

第１号 

人権擁護委員の推薦について 

 （主な内容） 

 人権擁護委員 田代悦子氏が令和６年９月３０日をもって

任期満了となるため、同氏を再推薦することについて、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める

ものである。 

企画政策部 

諮問 

第２号 

人権擁護委員の推薦について 

 （主な内容） 

 人権擁護委員 稲垣昭彦氏が令和６年９月３０日をもって

任期満了となるため、同氏を再推薦することについて、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める

ものである。 

企画政策部 

諮問 

第３号 

人権擁護委員の推薦について 

 （主な内容） 

 人権擁護委員 宇佐美和子氏が令和６年９月３０日をもっ

て任期満了となるため、同氏を再推薦することについて、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求め

るものである。 

企画政策部 

報告 

第１号 

市が出資又は債務を負担している法人の経営状況について 

 （主な内容） 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、市が出資

又は債務を負担している法人の経営状況について報告する。 

 対象法人：袖ケ浦市土地開発公社 

総務部 
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No.３ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

報告 

第２号 

令和５年度袖ケ浦市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書に

ついて 

 （主な内容） 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和５

年度袖ケ浦市一般会計予算において設定した繰越明許費につ

いて繰越明許費繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

財政部 

報告 

第３号 

袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期）の策定について 

 （主な内容） 

障害者基本法第１１条第３項の規定に基づき、袖ケ浦市障

がい者福祉基本計画（第４期）を策定したので、同条第８項

の規定により報告する。 

福祉部 
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袖ケ浦市税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） （固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第５５条 （略） 第５５条 （略） 

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２若しくは第１２号の固

定資産又は同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構

が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限

る。）について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地につ

いては第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、償却

資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当

該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和２４年

法律第２７０号）第１５２条第５項の法人、公益社団法人若しくは公益

財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の開設者、

令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公

益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２

に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。）に該当す

るものに限る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当するもの

に限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保

険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しく

は国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技

工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所

を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置す

るもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館

法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館を設置するもの

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２若しくは第１２号の固

定資産又は同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構

が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限

る。）について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地につ

いては第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、償却

資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当

該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和２４年

法律第２７０号）第６４条第４項＿の法人、公益社団法人若しくは公益

財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の開設者、

令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公

益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２

に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。）に該当す

るものに限る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当するもの

に限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保

険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しく

は国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技

工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所

を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置す

るもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館

法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館を設置するもの
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又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの

（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に属しないもの

である場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に

無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの

（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に属しないもの

である場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に

無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は７分の６とする。 

 

８ （略） ７ （略） 

９ （略） ８ （略） 

１０ （略） ９＿ （略） 

１１ （略） １０ （略） 

１２ （略） １１ （略） 

１３ （略） １２ （略） 

１４ （略） １３ （略） 

１５ （略） １４ （略） 

１６ （略） １５ （略） 

１７ （略） １６ （略） 
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袖ケ浦市国民健康保険税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が２４

０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２４０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が２２

０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２２０，０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３１

４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００分の７．

５を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３１

４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００分の６．

９を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について２

０，０００円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１

８，０００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 
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(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の

規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属

する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。次号及び第２３条第１項において同じ。）及び特定継

続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年

を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。）をいう。第３号及び第２３条第１項において同じ。）

以外の世帯 ２４，０００円 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の

規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属

する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。次号及び第２３条第１項において同じ。）及び特定継

続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年

を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。）をいう。第３号及び第２３条第１項において同じ。）

以外の世帯 ２２，０００円 

(2) 特定世帯 １２，０００円 (2) 特定世帯 １１，０００円 

(3) 特定継続世帯 １８，０００円 (3) 特定継続世帯 １６，５００円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００

分の２．６＿を乗じて算定する。 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００

分の１．９５を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１

４，０００円とする。 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１

０，５００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等に１００分の２．４を乗じて算定する。 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等に１００分の１．６を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 
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第９条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１

人について１６，０００円とする。 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１

人について１２，５００円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００

円を超える場合には、６５０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２４０，０００円を超える場合には、２４０，０００円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０，

０００円）の合算額とする。 

第２３条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００

円を超える場合には、６５０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２２０，０００円を超える場合には、２２０，０００円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０，

０００円）の合算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた

者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた

者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に
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限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあ

っては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世

帯に係る納税義務者 

限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあ

っては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世

帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について

１４，０００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について

１２，６００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６，８００円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １５，４００円 

（イ） 特定世帯 ８，４００円 （イ） 特定世帯 ７，７００円 

（ウ） 特定継続世帯 １２，６００円 （ウ） 特定継続世帯 １１，５５０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について９，８００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について７，３５０円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て１１，２００円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て８，７５０円＿ 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２９５，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２９０，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

-13-



する者を除く。） する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について

１０，０００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について

９，０００円＿ 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １２，０００円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １１，０００円 

（イ） 特定世帯 ６，０００円 （イ） 特定世帯 ５，５００円 

（ウ） 特定継続世帯 ９，０００円 （ウ） 特定継続世帯 ８，２５０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について７，０００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について５，２５０円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て８，０００円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て６，２５０円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５４５，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５３５，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について

４，０００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について

３，６００円 
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イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，８００円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，４００円 

（イ） 特定世帯 ２，４００円 （イ） 特定世帯 ２，２００円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，６００円 （ウ） 特定継続世帯 ３，３００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について２，８００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について２，１００円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て３，２００円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て２，５００円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）が

ある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当

該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額

（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）が

ある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当

該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額

（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定

める額 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定

める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，０００円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ２，７００円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，０００円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ４，５００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ８，０００円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ７，２００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １０，０００円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ９，０００円＿ 
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(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，１００円 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，５７５円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，５００円 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，６２５円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ５，６００円 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ４，２００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ７，０００円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５，２５０円 

３ （略） ３ （略） 
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袖ケ浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（職員） （職員） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人

（法第６条の３第１０項第２号の規定により受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（法第６条の３第１０項第２号の規定により受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） 

(4) 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 (4) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号

に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育

士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号

に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育

士とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人

（法第６条の３第１０項第２号の規定により受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（法第６条の３第１０項第２号の規定により受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） 

(4) 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 (4) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 
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２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき２人

を下回ることはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき２人

を下回ることはできない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人

（法第６条の３第１２項第２号の規定により受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（法第６条の３第１２項第２号の規定により受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） 

(4) 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 (4) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とす

る。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とす

る。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人

（法第６条の３第１２項第２号の規定により受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（法第６条の３第１２項第２号の規定により受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） 

(4) 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 (4) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ （略） ３ （略） 
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議案第５号資料 

 

鴇 田 道 雄 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

 

（職 歴） 
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議案第６号資料 

 

阿 津 光 夫 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

 

（職 歴） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他の経歴） 
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袖ケ浦市税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第５１条 （略） 第５１条 （略） 

２ 前項の規定により＿市民税の減免を受けようとする者は、納期限まで

に次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、

当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市

民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限まで

に次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならない。＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

３ 第１項の規定により＿市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合には＿＿＿、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第７１条 （略） 第７１条 （略） 

２ 前項の規定により＿固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限

までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認め

る場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限

までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

３ 第１項の規定により＿固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消

滅した場合には＿＿＿、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

３ 第１項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消

滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 
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第１３９条の３ （略） 第１３９条の３ （略） 

２ 前項の規定により＿特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。た

だし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれ

かに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必

要があると認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

３ 第１項の規定により＿特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由

が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由

が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

附 則 附 則 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４

項及び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年

度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下であ

る所得割の納税義務者（次条及び附則第７条の７において「特別税額控

除対象納税義務者」という。）の第３４条の３、第３４条の６から第３

４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３

の２第１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条

の５第１項及び前条の規定の適用については、第３４条の７第２項及び

前条中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及

び第５条の８第６項」と、第４７条の５第１項中「課した」とあるのは

「附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべ

き」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものと
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した場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第

７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」

とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例）  

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通

知書に記載すべき各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわ

らず、次に定めるところによる。 

 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に

算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控

除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則第５条の８第１項及

び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に

係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額

の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個

人の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民

税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環

境税の額の合算額を控除した額（以下この項において「普通徴収の個

人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控

除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該

金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が

１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に３を乗じて

得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の

額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分

金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき

各納期の納付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期（以下こ
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の項、次項及び次条第１項において「第１期納期」という。）におい

てはその者の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期におい

てはその者の分割金額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第

１期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該

納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期においてはな

いものとし、第４０条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及

び次条第１項において「第２期納期」という。）においてはその者の

第１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の

個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４０条第１

項に規定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」とい

う。）及び同条第１項に規定する第４期の納期（以下この項において

「第４期納期」という。）においてはその者の分割金額とする。 

 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額

以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を

乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記

載すべき各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期においてはな

いものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金額とその者の

分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個

人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期にお

いてはその者の分割金額とする。 

 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じ
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て得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載す

べき各納期の納付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期にお

いてはないものとし、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る

個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に

係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定

により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）

を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、

前項の規定は、適用しない。 

 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特

例） 

 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の

規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に

係る個人の市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の

市民税」という。）の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方法に

よって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額につい

ては、次に定めるところによる。 

 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る

個人の市民税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものと

した場合に算出される第４７条の２第１項に規定する前年中の公的年

金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収

を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第５号において同じ。）

の合算額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第

１号において同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等

割額の合算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所
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得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の

特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前

の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民

税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。）

を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して得た

金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）

をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控

除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」と

いう。）に満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収

の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の額（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）並びに第

４７条の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴

収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の額（以下この項及び第３項において「特別徴収対象税額」とい

う。）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に

相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当す

る税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日ま

での間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市

民税の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があ

るとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金

額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特
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別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以

下この項において「１０月分金額」という。）に相当する税額、同年

１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者

の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場合に

は、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期における

税額はないものとし、第２期納期においてはその者の第１期分金額と

その者の第２期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の

市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年

度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間において

はその者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の

３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とす

る。 

 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額と

の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期

分金額及びその者の１０月分金額の合計額に満たない場合には、普通

徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期に

おける税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の１０月１日

から１１月３０日までの間においてはその者の第１期分金額、その者

の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額からその者の年金

所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当

する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においては

その者の分割金額に相当する税額とする。 
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(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及

びその者の１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期

分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の

分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴

収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないも

のとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額

及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市

民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月

１日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。 

 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、

その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合

には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第

２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１

月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３

月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額に相当する税額とする。 

 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用につ

いては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日

の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特

別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除し

て得た額」とあるのは、「附則第７条の７第１項各号に規定する特別徴
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収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人

の市民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、

次に定めるところによる。 

 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の

市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から

第４７条の５第１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除

した額をいう。以下この号において同じ。）を３で除して得た金額

（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が

１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た

金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額か

ら控除した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金

額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度

の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においては

その者の１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日か

ら翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。 

 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者

の１０月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、

特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１

１月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１日か

ら翌年の１月３１日までの間においてはその者の１０月分金額とその
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者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日か

ら３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額と

する。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合

計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税額はな

いものとし、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者

の第４７条の５第２項の規定により読み替えられた第４７条の２第１

項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用につ

いては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日

の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特

別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除し

て得た額」とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定する特別徴

収の方法によって徴収すべき額」とする。 

 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用

がある場合については、前各項の規定は、適用しない。 

 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除）  

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第

３項及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７

年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税

義務者の第３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第５

条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、附則第７条

の４及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除す
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る。 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５項

に規定する場合において、第３６条の２第１項の規定による申告書に肉

用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金

額に係る市民税の所得割の額は、第３３条から第３４条の３まで、第３

４条の６から第３４条の８まで、附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定にかかわら

ず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とすることができ

る。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５項

に規定する場合において、第３６条の２第１項の規定による申告書に肉

用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金

額に係る市民税の所得割の額は、第３３条から第３４条の３まで、第３

４条の６から第３４条の８まで、附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項、附則第７条の３の２第１項及び前条＿＿＿＿＿の規定にかかわら

ず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とすることができ

る。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の９第１項、附則第７

条の５第１項及び前条の規定の適用については、第３４条の９第１項中

「前３条」とあるのは＿「前３条並びに附則第８条第２項」と、附則第

７条の５第１項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第８条第２項及

び」と、前条中「附則第７条の４及び」とあるのは「附則第７条の４、

次条第２項及び」とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の９第１項＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の規定の適用については、同項中＿＿＿＿＿＿＿

「前３条」とあるのは、「前３条並びに附則第８条第２項」とする＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第２号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する設備について同号に規定 ９ 法附則第１５条第２５項第２号ハに規定する設備について同号に規定
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する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第４号イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２５項第４号ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２５項第４号ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１３ （略） １３ （略） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

１４ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

１５ （略） １６ （略） 

１６ （略） １７ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅の

うち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場

合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号）第５条第４項に規定する管理者等から、法附則第１５条の

７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定する書類

の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第

１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の

規定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができ
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る。 

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の

高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

７ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の

高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第８

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０項

の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第１０項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０項

の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第９項各号＿に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

１０ 法附則第１５条の９の２第１項の特定耐震基準適合住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

９＿ 法附則第１５条の９の２第１項の特定耐震基準適合住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１０項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項の特定熱損失防止改修等住宅又は同

条第５項の特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定

１０ 法附則第１５条の９の２第４項の特定熱損失防止改修等住宅又は同

条第５項の特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定
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の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱

損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱

損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１７項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

１３ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改

修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第１８項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写

し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修

後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改

修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第１７項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写

し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修

後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 施行規則附則第７条第１８項に規定する補助の算定の基礎となっ

た当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(5) 施行規則附則第７条第１７項に規定する補助の算定の基礎となっ

た当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6) （略） (6) （略） 

１４ （略） １３ （略） 

（土地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定

資産税の特例に関する用語の意義） 

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定

資産税の特例に関する用語の意義） 
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第１１条 次条から附則第１４条までにおいて、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 

第１１条 次条から附則第１４条までにおいて、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第１９条の３第４項 (8) 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第１９条の３第５項 

（令和７年度又は令和８年度における土地の価格の特例） （令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例） 

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価

値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地

の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格を

いう。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税

の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課

する固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、令和７年

度分又は令和８年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附

則第１７条の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価

値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地

の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格を

いう。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税

の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課

する固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、令和４年

度分又は令和５年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附

則第１７条の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和７年度適用土地又は令和７

年度類似適用土地であって、令和８年度分の固定資産税について前項の

規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資

産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、修正された価格（法

附則第１７条の２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地課

税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和４年度適用土地又は令和４

年度類似適用土地であって、令和５年度分の固定資産税について前項の

規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資

産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、修正された価格（法

附則第１７条の２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地課

税台帳等に登録されたものとする。 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固

定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定

資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準

額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定

資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準

額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき
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価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定め

る率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に１００分の５＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿を乗じて得た額を加算した額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（当該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下

「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等

調整固定資産税額とする。 

価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定め

る率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に１００分の５（商

業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．

５）を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあって

は、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下

「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等

調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超え

る場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５年

度分＿＿＿＿＿の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超え

る場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３まで

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５年

度分＿＿ ＿＿の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３まで
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の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．

７以下のものに係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資

産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年

度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税

額」という。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．

７以下のものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年

度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税

額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超える

ものに係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）とす

る。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超える

ものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）とす

る。 

第１２条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）

附則第２１条第１項の規定により、令和６年度から令和８年度までの各

第１２条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）

附則第１４条第１項の規定により、令和３年度から令和５年度までの各
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年度分の固定資産税については、法附則第１８条の３の規定を適用しな

いこととする。 

年度分の固定資産税については、法附則第１８条の３の規定を適用しな

いこととする。 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定

資産税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定

資産税の特例） 

第１３条 農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資

産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる

負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

第１３条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下こ

の条において同じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる

負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額

（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税

標準額）を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

 略 
 

 略 
 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の固定資産

税の特例） 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の固定資産

税の特例） 

第１３条の２ （略） 第１３条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 令和２年度分の固定資産税について袖ケ浦市税条例等の一部を改正す

る条例（令和３年条例第９号）第１条の規定による改正前の袖ケ浦市税

条例（以下「令和３年改正前の条例」という。）附則第１３条の２第３

項において準用する同条第１項ただし書の規定の適用を受けた市街化区
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域農地に対して課する令和３年度分の固定資産税の額は、前項の規定に

より算定した当該市街化区域農地に係る令和３年度分の固定資産税額

が、当該市街化区域農地に係る令和２年度分の固定資産税に係る令和３

年改正前の条例附則第１３条の２第３項において準用する同条第１項た

だし書に規定する固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域

農地に係る令和３年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。 

第１３条の３ 市街化区域農地に係る令和６年度から令和８年度までの各

年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域

農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

の３分の１の額に１００分の５を乗じて得た額を加算した額＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街

化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「市街化区域農地

調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地

調整固定資産税額とする。 

第１３条の３ 市街化区域農地に係る令和３年度から令和５年度までの各

年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域

農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

の３分の１の額に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年

度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）

（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街

化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「市街化区域農地

調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地

調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和６年度から令和

８年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街

化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に１０分の２を

乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和４年度分及び令

和５年度分＿＿＿＿＿の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街

化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に１０分の２を

乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について
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法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない

場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない

場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

（免税点の適用に関する特例） （免税点の適用に関する特例） 

第１４条 附則第１２条、第１３条、第１３条の２又は第１３条の３の規

定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６３条に規定する固定

資産税の課税標準となるべき額は、附則第１２条、第１３条又は第１３

条の３の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地について

はこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額によるものとし、附則第１３条の２の規定の適用を受ける市街化区

域農地（附則第１３条の３の規定の適用を受ける市街化区域農地を除

く。）については附則第１３条の２第１項（同条第３項において準用す

る場合を含む。）＿＿＿＿＿に規定するその年度分の課税標準となるべ

き額によるものとする。 

第１４条 附則第１２条、第１３条、第１３条の２又は第１３条の３の規

定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６３条に規定する固定

資産税の課税標準となるべき額は、附則第１２条、第１３条又は第１３

条の３の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地について

はこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額によるものとし、附則第１３条の２の規定の適用を受ける市街化区

域農地（附則第１３条の３の規定の適用を受ける市街化区域農地を除

く。）については附則第１３条の２第１項（同条第３項において準用す

る場合を含む。）又は第４項に規定するその年度分の課税標準となるべ

き額によるものとする。 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等

（附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の

３、第３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用がある宅地等を除く。）に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の特別土地保有税については、第１３７条第１号及び

第１４０条の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第１２条第１項

から第５項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等

（附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の

３、第３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用がある宅地等を除く。）に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の特別土地保有税については、第１３７条第１号及び

第１４０条の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第１２条第１項

から第５項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成 ２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成
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１８年１月１日から令和９年３月３１日までの間にされたものに対して

課する特別土地保有税については、第１３７条第２号中「不動産取得税

の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準とな

るべき価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした

場合における課税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得

た額」とし、「令第５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは

「令第５４条の３８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。）に２分の１

を乗じて得た額」とする。 

１８年１月１日から令和６年３月３１日までの間にされたものに対して

課する特別土地保有税については、第１３７条第２号中「不動産取得税

の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準とな

るべき価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした

場合における課税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得

た額」とし、「令第５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは

「令第５４条の３８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。）に２分の１

を乗じて得た額」とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第１６条の３ （略） 第１６条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） 

第１６条の４ （略） 第１６条の４ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの
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は、「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

４ （略） ４ （略） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附  
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則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２０条の２ （略） 第２０条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市
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民税の所得割の額」とする。 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２０条の３ （略） 第２０条の３ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条の３第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

 

６ （略） ６ （略） 
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袖ケ浦市都市計画税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

附 則 附 則 

１・１の２ （略） １・１の２ （略） 

 （法附則第１５条第３２項の条例で定める割合） 

 ２ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の１とする。 

（法附則第１５条第３２項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３３項の条例で定める割合） 

２＿＿ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の２とする。 

２の２ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の２とする。 

３ （略） ３ （略） 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の都

市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の特例） 

４ 宅地等に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格

（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の規

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下同じ。）に１００分の５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を乗じて得た額を加算

した額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に

４ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格

（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の規

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下同じ。）に１００分の５（商業地等に係る令和４年度

分の都市計画税にあっては、１００分の２．５）を乗じて得た額を加算

した額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税

の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に

-45-



定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地

等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都

市計画税額とする。 

定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地

等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都

市計画税額とする。 

５ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、        当該宅

地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定に

かかわらず、当該都市計画税額とする。 

５ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５年

度分＿＿＿＿ の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等に係る当該宅

地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定に

かかわらず、当該都市計画税額とする。 

６ 附則第４項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和６年度から令和８

年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市

計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に、１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額に満たない場合には、附則第４項の規定にかかわらず、

当該都市計画税額とする。 

６ 附則第４項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和

５年度分＿＿ ＿＿の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市

計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に、１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額に満たない場合には、附則第４項の規定にかかわらず、

当該都市計画税額とする。 

７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．

７以下のものに係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計

７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．

７以下のものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計
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画税の額は、附則第４項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商業地等据置都市

計画税額」という。）とする。 

画税の額は、附則第４項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商業地等据置都市

計画税額」という。）とする。 

８ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超える

ものに係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税の額

は、附則第４項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商業地等調整都市

計画税額」という。）とする。 

８ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超える

ものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額

は、附則第４項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商業地等調整都市

計画税額」という。）とする。 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和６年度か

ら令和８年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

 

９ 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）附則第２１

条第１項の規定により、令和６年度から令和８年度までの各年度分の都

市計画税については、法附則第２５条の３において読み替えて準用する

法附則第１８条の３の規定を適用しないこととする。 

９ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第１４

条第１項の規定により、令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税については、法附則第２５条の３において読み替えて準用する

法附則第１８条の３の規定を適用しないこととする。 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市

計画税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市

計画税の特例） 
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１０ 農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税

の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当

該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項

を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）に、当該農地の当該年度の次の

表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整

率を乗じて得た額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調

整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画

税額とする。 

１０ 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当

該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項

を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額。以下この項において同じ。）に、当該農地の当該年度の次の

表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整

率を乗じて得た額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の

都市計画税の課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調

整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画

税額とする。 

 略 
 

 略 
 

 （市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計画

税の特例） 

 （市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計画

税の特例） 

１１ （略） １１ （略） 

１２ 市街化区域農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の

都市計画税の額は、前項の規定により市税条例附則第１３条の２の規定

の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税

額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に１００分の５を乗

じて得た額を加算した額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（当該市街化区域農地が当該年度分の

１２ 市街化区域農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の額は、前項の規定により市税条例附則第１３条の２の規定

の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税

額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に１００分の５を乗

じて得た額を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年

度分の都市計画税の課税標準額）（当該市街化区域農地が当該年度分の
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固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市

街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市計画税

額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税

額とする。 

固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市

街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市計画税

額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税

額とする。 

１３ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和６年度から令

和８年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市

街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に１０分の２

を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 

１３ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和４年度分及び

令和５年度分＿＿＿＿＿の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市

街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に１０分の２

を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 

 （宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等）  （宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等） 

１４ （略） １４ （略） 

１５ 附則第４項及び第６項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、

附則第４項及び第７項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法

附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１８条第６

項に、附則第５項＿＿＿＿、第７項及び第８項の「商業地等」とは法附

則第１７条第４号＿に、附則第７項、第８項及び第１０項の「負担水

準」とは法附則第１７条第８号ロに、附則第１０項の「農地」とは法附

１５ 附則第４項及び第６項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、

附則第４項及び第７項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法

附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１８条第６

項に、附則第４項、第５項、第７項及び第８項の「商業地等」とは、法

附則第１７条第４号に、附則第７項、第８項及び第１０項の「負担水

準」とは法附則第１７条第８号ロに、附則第１０項の「農地」とは法附
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則第１７条第１号に、附則第１０項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第２６条第２項において読み替えて準用される法附則

第１８条第６項に、附則第１１項から第１３項までの「市街化区域農

地」とは法附則第１９条の２第１項に、附則第１２項の「前年度分の都

市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条の２第３項において読み替

えて準用される法附則第１８条第６項に規定するところによる。 

則第１７条第１号に、附則第１０項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第２６条第２項において読み替えて準用される法附則

第１８条第６項に、附則第１１項から第１３項までの「市街化区域農

地」とは法附則第１９条の２第１項に、附則第１２項の「前年度分の都

市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条の２第３項において読み替

えて準用される法附則第１８条第６項に規定するところによる。 

１６ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項まで、第１

９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３４項まで、第

３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項、第１５条の２第２項、

第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に

限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項

又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

１６ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項まで、第１

９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、第

３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項、第１５条の２第２項、

第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に

限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項

又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 
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諮問第１号資料 

 

田 代 悦 子 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

 

（職 歴） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（賞 罰） 
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諮問第２号資料 

 

稲 垣 昭 彦 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

 

（職 歴） 

 

 

 

 

 

 

（賞 罰） 
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諮問第３号資料 

 

宇 佐 美 和 子 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

 

（職 歴） 
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